
縄文祭企画運営業務委託に係る公募型プロポーザル実施要領 

 

１ 提案書を募集する業務概要 

（１）業務名  

縄文祭企画運営業務委託 

（２）業務内容  

別紙仕様書による  

（３）履行期間  

契約締結日の翌日から令和８年１０月３０日（金） 

（４）設計額 

    ２，１８３，９４０円（消費税及び地方消費税を含む。）以内とする。 

 

２ プロポーザルへの参加資格  

  次に掲げる条件を全て満たしていること。 

（１）地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の４第１項の規定に

該当しないこと。 

（２）民事再生法（平成１１年法律第２２５号）の規定による再生手続開始の申立て

中、または再生手続き中でないこと。 

（３）会社更生法（平成１４年法律第１５４号）の規定による更生手続開始の申立て

中、または更生手続き中でないこと。 

（４）国及び他の地方公共団体から、指名停止を受けている期間中でないこと。 

（５）国税及び地方税に未納がないこと。 

 

３ 参加申し込み  

  参加を希望する者は、次により申し込みをすること。 

（１）提出方法 

大湯ストーンサークル館へ持参もしくは郵送すること。なお、郵送の場合は

提出期限必着とする。  

（２）提出期限 

令和８年６月２９日（月）正午まで【厳守】  

（３）提出書類 

 ア 参加希望書（様式第１号）  

    イ 参加資格に関する宣誓書（様式第２号）  



（４）参加資格の審査 

    参加資格の審査結果は、参加希望書を提出した者に対し令和８年７月３日

（金）までに電子メール及び書面により通知する。 

 

４ 企画提案書の提出 

  企画提案書等の提出参加資格を有すると認められた者は、次により企画提案書を

提出することができる。 

（１）提出書類 

    様式は任意とする。 

ア 企画提案書（Ａ４版片面印刷３０ページ以内） 

イ 当該業務の実施体制  

     ウ 業務スケジュール 

エ 見積書（税込み） 

（２）提出期限 

令和８年７月１０日（金）正午まで【厳守】 

（３）提出方法 

１０部（１部原本、９部副本）作成し、大湯ストーンサークル館へ持参もし

くは郵送すること。なお、郵送の場合は提出期限必着とする。  

 

５ 質問及び回答 

本プロポーザルに関する質問については、質問書を提出すること。 

（１）提出方法 

    電子メールまたはＦＡＸにて質問書（様式第３号）を提出すること。 

（２）提出期限 

令和８年７月３日（金）正午まで【厳守】 

（３）回答方法 

    質問に対する回答は、参加希望書の提出があったすべての者に対して、参加

希望書に記載の連絡先に、電子メールまたはＦＡＸにより、令和８年７月６日

（月）までに回答する。ただし、質問内容が、質問者の具体の提案内容に密接

に関わるものについては、質問者に対してのみ回答する場合がある。  

（４）提出先  

     大湯ストーンサークル館 

  FAX：0186-30-4303  Email：oyusccenter@city.kazuno.lg.jp 



 ６ 提案の審査等  

（１）審査方法 

本プロポーザルに応募した事業者（以下「応募事業者」という。）から提出さ

れた企画提案書等の内容を書面審査し、必要に応じて聴取を行ったうえで、審

査委員会において最も優れた者を選定する。 

（２）審査結果の通知 

審査結果は、選定後、速やかに提案者に通知する。なお、審査経緯及びその

内容に関する問い合わせには応じないものとする。 

 

７ 契約手続 

   本プロポーザルは、最良の提案をした者を選定するものであるため、仕様の内

容は提案された内容を基本とし、選定者と鹿角市の協議のもと業務に係る仕様を

確定させた上で、鹿角市財務規則等関係法令の規定に基づき、契約手続を行う。 

 

８ 提出書類の取扱 

（１）提出された書類は、これを返却しない。また、鹿角市情報公開条例（平成９年

鹿角市条例第２７号）に基づく情報公開請求の対象となり、本条例の定めによ

る不開示情報を除いて開示される場合がある。 

（２）提出期限後の提出書類の変更、差し替えは、これを認めない（ただし、軽微な

もので、市が認める場合には除く）。 

 

９ その他 

（１）企画提案に要する費用は、提案者の負担とする。 

（２）提出した書類に虚偽の記載があった場合、又は指示した事項に違反した場合は、

提案者を失格とする場合がある。 

 

10 プロポーザルのスケジュール（予定を含む。） 

参加希望書提出期限 令和８年 ６月２９日（月）正午まで 

参加資格審査結果通知 令和８年 ７月 ３日（金）午後５時１５分まで 

質問書提出期限 令和８年 ７月 ３日（金）正午まで 

質問書回答日時 令和８年 ７月 ６日（月）午後５時１５分まで 

企画提案書提出期限 令和８年 ７月１０日（金）正午まで 

審査委員会及び結果通知（予定） 令和８年 ７月１７日（金） 



１ 審査基準 

評価項目 
評価点 

優 良 可 不良 不可 

１ 業務の実績及び理解度について（配分：３０点）      

 １ 業務目的について、コンセプトを理解した上で

の提案となっているか 
１５点 １２点 ７点 ５点 ０点 

 

 ２ 本市の特色を理解した上での提案内容となって

いるか 
１５点 １２点 ７点 ５点 ０点 

２ 業務内容の妥当性について（配分：６０点）      

 １ 事業の目的、趣旨を充分に踏まえた具体的で実

効性の高い企画案がなされているか 
２０点 １６点 １０点 ６点 ０点 

 

 ２ 機材・技術を有効に用いる提案となっているか １０点 ８点 ５点 ３点 ０点 

 ３ 独創的で特色のある提案が盛り込まれているか １０点 ８点 ５点 ３点 ０点 

 ４ 従事スタッフは業務実施に十分な人数と構成に

なっているか 
１０点 ８点 ５点 ３点 ０点 

 ５ 無理のないスケジュール管理体制が構築されて

いるか 
１０点 ８点 ５点 ３点 ０点 

３ 経費積算の妥当性について（配分：１０点）      

 １ 経費内訳が明確で、内容に不備・不適切はない

か 
１０点 ８点 ５点 ３点 ０点 

合 計 100 点（満点） 

 


